
健康局が執行する工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについて 

         

 

 令和５年 4月 1日以降に健康局が執行する工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競 

争入札については、次のとおり取扱うものとします。 

 

１ 入札参加種目の制限について 

健康局が執行する工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競争入札に参加しようと

する者は、契約管財局での入札参加希望種目申請（以下「希望種目申請」という。）によ

って承認された種目によるものとし、承認期間等については契約管財局の取扱いと同様

とします。 

 

２ 入札参加条件等について 

（１）「土木工事」、「建築工事（プレハブ、解体工事を除く）」、「電気工事」、「給排水衛生

冷暖房工事」については別表１のとおり入札参加条件を設けます。 

（２）上記（１）以外の工事における入札参加条件については、必要に応じ別途種目毎に

設定する場合があります。 

（３）この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとします。 

 

３ 実施時期 

令和５年 4月 1日以降に公告する案件から適用します。 

                             



（別表１）

令和５年度　土木工事　事後審査型制限付一般競争入札の取扱い（健康局）

　参加する企業は次に掲げる要件に該当するものであることとします。

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

600点未満

備考

経営事項審
査における土
木一式工事
の総合評定

値（Ｐ点）

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

　［本店業者］主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［支店業者］主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［市外業者］契約締結の営業所を大阪市外としている者

大阪市内全域
申し込み
できない

・取扱期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日

・経営事項審査の土木一式工事において、完成工事高欄中「年平均」が「０」の者は参加できない。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者
が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当
該者の総合評定値とみなす。

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

土木工事
D

登録種目及
び物件等級

地域要件

本店業者
支店（市外）

業者



（別表１）令和５年度　建築工事（プレハブ、解体工事を除く）
 
           事後審査型制限付一般競争入札の取扱い（健康局）

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

・経営事項審査の建築一式工事において、完成工事高欄中「年平均」が「０」の者は参加できない。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者
が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当
該者の総合評定値とみなす。

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

登録種目及
び物件等級

建築工事
D

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

　［本店業者］主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［支店業者］主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［市外業者］契約締結の営業所を大阪市外としている者

650点未満 大阪市内全域
申し込み
できない

・取扱期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日

　参加する企業は次に掲げる要件に該当するものであることとします。

地域要件

本店業者
支店（市外）

業者

経営事項審
査における建
築一式工事
の総合評定

値（Ｐ点）

備考



（別表１）

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

・経営事項審査の電気工事において、完成工事高欄中「年平均」が「０」の者は参加できない。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者
が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当
該者の総合評定値とみなす。

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

・取扱期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日

経営事項審
査における電
気工事の総
合評定値（Ｐ

点）

750点未満
申し込み
できない

支店（市外）
業者

大阪市内全域

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

　［本店業者］主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［支店業者］主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［市外業者］契約締結の営業所を大阪市外としている者

令和５年度　電気工事　事後審査型制限付一般競争入札の取扱い（健康局）

登録種目及
び物件等級

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

電気工事
C

備考

　参加する企業は次に掲げる要件に該当するものであることとします。

地域要件

本店業者



（別表１）

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

　［本店業者］主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［支店業者］主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
　［市外業者］契約締結の営業所を大阪市外としている者

登録種目及
び物件等級

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

令和５年度　給排水衛生冷暖房工事　事後審査型制限付一般競争入札の取扱い（健康局）

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

　参加する企業は次に掲げる要件に該当するものであることとします。

備考

700点未満
申し込み
できない

給排水衛生
冷暖房工事

C

地域要件

支店（市外）
業者

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者
が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当
該者の総合評定値とみなす。

・取扱期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

本店業者

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

大阪市内全域

経営事項審
査における管
工事の総合

評定値（Ｐ点）

・経営事項審査の管工事において、完成工事高欄中「年平均」が「０」の者は参加できない。


